
事業１６．町内の輸送資源（混乗）について

松伏町地域公共交通計画 P.5 4に参考事例として狭山市の「市内の病院の送迎バスを活用した
高齢者外出支援事業」を掲載している。当該事業について詳細を調査するため、現地訪問を実施。

企業や病院などが運営している送迎者への町民の混乗について

【参考事例】狭山市「市内の病院の送迎バスを活用した高齢者外出支援事業」について

今後の
方向性

引き続き、町が主体となって混乗を含めた外出手段の確保について検討する。

資料４－１

：交通空白地域の解消目 的 ：病院と市の間で協定締結手 法 ：病院所有バスを無料で利用利用料

：①狭山市内に在住している方、②満７０歳以上の方、③送迎バスに一人で乗降できる方、対象者

④利用申請書兼同意書に記載の同意事項に同意した方、⑤送迎バス利用パスカードの交付を受けた方

概 要

・狭山市での交通空白地域の定

義は「鉄道駅から半径 1 k m圏

外かつバス停から半径 3 0 0 m圏

外」

・路線バス及びコミュニティバ

スの課題

・地域公共交通会議へ提案

背 景 経 緯 実 施

①平成 2 9年 1 2月
・地域公共交通会議にて方向性

の確認

②平成 2 9年 1 2月～令和元年 7月
・関係機関等との協議及び調整

③令和元年 7月
・実証運行開始

・使用車両

・利用パス
カード

・令和元年 1 0月より本格実施
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【参考事例】狭山市「市内の病院の送迎バスを活用した高齢者外出支援事業」について

協力事業者のバス時刻表
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【参考事例】狭山市「市内の病院の送迎バスを活用した高齢者外出支援事業」について

協力事業者のバス運行ルート
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